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（別添８） 

長野市営健康レクリエーションセンター利用料金表 

 

 

区分 利用料金 
基準 

料金 

プール １回券 夏季等以外 

 

 

１日

に 

つき 

 

一般 

円以上 

円以下 

1,000 

1,500 

1,220 

小・中学生 
500 

750 
610 

   

平日

昼間

利用 

一般 

 

600 

1,100 
810 

小・中学生 
300 

550 
400 

  夏季等 
入場

から

３時

間ま

で 

一般 
1,000 

1,500 
1,220 

   小・中学生 
500 

750 
610 

  

 

超過

時間

１時

間ま

でご

とに 

一般 
340 

500 
400 

  小・中学生 
170 

250 
200 

 

回数券

（６回

券） 

夏季等以外 

１日

に 

つき 

一般 
5,000 

7,500 
6,100 

    小・中学生 
2,500 

3,750 
3,050 

  夏季 
入 場

か ら

３ 時

間 ま

で 

一般 
5,000 

7,500 
6,100 

   小・中学生 
2,500 

3,750 
3,050 

 
１回券（ナイター利用の場合に

限る。） 
一般 

580 

850 
690 

  小・中学生 
290 

420 
340 
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回数券（６回券）（ナイター利

用の場合に限る。） 
一般 

2,900 

4,250 
3,450 

  小・中学生 
1,450 

2,120 
1,700 

 通年券 一般 
40,000 

60,000 
48,800 

  小・中学生 
20,000 

30,000 
24,400 

プール

（教室利

用の場合

に限る） 

１回券 

一般 
400 

600 
500 

小・中学生 
200 

300 
250 

温浴施設 １回券 小学生以上 
460 

690 
560 

 回数券（６回券） 小学生以上 
2,300 

3,450 
2,800 

トレーニ

ングルー

ム 

１回券  
340 

500 
400 

回数券（６回券）  
1,700 

2,500 
2,000 

スタジオ 

１回券 小学生以上 
170 

250 
200 

回数券（６回券） 小学生以上 
850 

1,250 
1,000 

プール、

温浴施

設、トレ

ーニング

ルーム、

スタジオ

共通 

１回券 
1,200 

1,700 
1,450 

月間利用券 
4,800 

6,800 
5,680 

温浴施

設、トレ

ーニング

ルーム、

スタジオ

共通 

１回券 
600 

1,100 
810 

月間利用券 
2,400 

4,400 
3,240 

和室 １室につき 

６畳 
１時間につ

き 

340 

500 
400 

８畳 
１時間につ

き 

440 

660 
530 
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屋内運動

場 
全部を利用する場合 

２時間につ

き 

1,000 

1,500 
1,220 

 ２分の１を利用する場合 
２時間につ

き 

500 

750 
610 

１ 教室利用の場合に限るものを除き、プールの利用に係る利用料金を支払った

者は、プールの利用に併せて温浴施設を利用することができる。 

２ 「夏季等」とは、７月１日から８月31日までの日及び市長が別に定める日を

いう。 

３ 「平日昼間利用」とは、土曜日、日曜日及び祝日法による休日以外に日にお

いて午後６時まで施設を利用する形態をいう。 

４ 「ナイター利用」とは、午後６時以後に入場して施設を利用する形態をい

う。 

５ 「教室利用」とは、プールを活用した講座や教室を受講するためにプールの

みを利用する形態をいう。 

６ トレーニングルームの利用及びトレーニングルームを含む施設の共通利用

は、高校生以上の者に限る。 

７ 屋内運動場の利用時間が２時間に満たないとき又は利用時間に２時間未満の

端数があるときの利用料金は、30分までごとに、当該利用料金の区分に応じ指

定管理者が利用料金として定める額の４分の１に相当する額とする。 

 

（設備） 

区分 利用料金 
基準 

料金 

屋内運動場照

明設備（１時

間につき） 

 

全部を点灯する場合 

円以下 

200 
200 

２分の１を点灯する

場合 
100 100 

屋内運動場暖房設備 
実費を勘案して市長が別に定

める額 
 

 照明設備の利用時間が１時間に満たないとき又は利用時間に１時間

未満の端数があるときの利用料金は、30分までごとに、当該利用料金

の区分に応じ指定管理者が利用料金として定める額の２分の１に相当

する額とする。 

 

 


